
議案第５１号 

 

山陽小野田市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

山陽小野田市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 

令和３年５月２０日提出 

. 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二 

 

山陽小野田市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

山陽小野田市職員の服務の宣誓に関する条例（平成１７年山陽小野田市条例

第４０号）の一部を次のように改正する。  

 様式第１号及び様式第２号中「㊞」を削る。  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。
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議案第５１号参考資料  

山陽小野田市職員の服務の宣誓に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第２条関係） 様式第２号（第２条関係） 

  
 

 

 

 

 

 

 


